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世
の
中
に
は
た
く
さ
ん
の
法

が
あ
り
、
そ
の
分
類
方
法
も
多

岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
法
は
国
の
体
制

や
国
と
個
人
の
関
係
を
定
め
る
「
公

法
」
と
、
個
人
と
個
人
の
関
係
を
中
心

と
し
て
規
定
さ
れ
る
「
私
法
」
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

民
法
は
、
売
買
・
賃
貸
借
の
よ
う
な

契
約
、
交
通
事
故
・
結
婚
・
離
婚
・
相

続
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
人
々
の
間
で
紛
争

が
生
じ
た
場
合
の
紛
争
解
決
の
一
般
的

基
準
で
あ
り
、
私
法
に
分
類
さ
れ
ま

す
。
民
法
は
「
私
法
の
基
本
法
」
と
呼

ば
れ
て
お
り
、
私
法
分
野
の
一
番
の
基

本
と
な
る
法
律
で
す
。

　

な
お
、
法
律
の
世
界
で
は
、
会
社
は

法
に
よ
っ
て
そ
の
活
動
が
人
に
な
ぞ
ら

え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
「
法
人
」
と

呼
ば
れ
る
た
め
、
会
社
に
つ
い
て
規
定

す
る
会
社
法
や
商
法
も
私
法
に
分
類
さ

れ
ま
す
。

「
私
法
の
基
本
法
」
が
大
改
正

　

法
律
の
適
用
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、

以
下
で
は
具
体
例
を
示
し
て
説
明
し
て

い
き
ま
す
。
例
え
ば
、
Ａ
さ
ん
が
お
金

を
出
し
て
、
Ｂ
さ
ん
か
ら
本
を
１
冊
買

う
約
束
を
し
た
場
面
を
想
像
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
こ
の
約
束
は
法
的
に
い
う
と

売
買
契
約
で
あ
り
、
民
法
に
規
定
が
あ

り
ま
す
。

　

一
方
、
例
え
ば
Ａ
さ
ん
が
会
社
（
法

人
）
で
あ
り
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
本

を
買
っ
た
場
合
に
は
、
同
じ
売
買
契
約

で
も
商
法
が
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
し
、
Ｂ
さ
ん
が
セ
ー
ル

ス
マ
ン
で
Ａ
さ
ん
の
家
に
本
を
売
り
に

行
っ
て
売
買
契
約
を
し
た
場
合
は
、
特

定
商
取
引
法
が
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
場
合
の
民
法
を
「
一
般
法
」、

商
法
や
特
定
商
取
引
法
を
「
特
別
法
」

と
い
い
ま
す
。
特
別
法
が
一
般
法
に
優

先
し
て
適
用
さ
れ
る
の
が
、
法
の
世
界

の
ル
ー
ル
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
前
述
し
た
Ａ
さ
ん
が

会
社
で
事
業
の
た
め
に
本
を
購
入
す
る

例
で
も
、
Ｂ
さ
ん
が
セ
ー
ル
ス
マ
ン
で

訪
問
販
売
す
る
例
で
も
、
商
法
や
特
定

商
取
引
法
に
規
定
が
な
い
こ
と
が
起
こ

っ
た
と
き
は
、
民
法
の
規
定
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
民
法
は
多
く
の
私
法

分
野
の
法
律
の
基
礎
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
「
私
法
の
基
本
法
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

今
回
の
民
法
改
正
は
、
私
法
の
基
本

法
で
あ
る
民
法
の
財
産
編
が
明
治
29
年

（
１
８
９
６
年
）
に
制
定
・
公
布
さ
れ

て
以
来
、
約
１
２
０
年
ぶ
り
の
大
改
正

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
契
約
を
中
心
と

し
た
債
権
関
係
の
規
定
改
正
に
よ
っ

て
、
市
民
生
活
や
企
業
活
動
に
及
ぼ
す

影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
民
法
改

正
は
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
で
特
集
が
組

ま
れ
る
な
ど
し
て
、
大
き
な
注
目
が
集

ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

マンガで学ぶ
「 」と
実務への影響
法案を踏まえた金融に関する重要ポイント

　　　融業務に大きな影響を
与える民法（債権関係）の改
正。金融機関の行職員として
は、重要な改正ポイントと実
務の変更点などを把握してお
くことが必要になります。
　本ワイド特集では、民法改
正について押さえておくべき
事項と実務への影響をマンガ
を中心に解説します。
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　ここでは、民法の役割やその改正の概要、今後
の見通しなどをＱ＆Ａ形式で解説します。 新村総合法律事務所

弁護士 三谷　紗織

民法改正の経緯と
概要を押さえておこう
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民法ってどんな
法律？なぜ今回の
改正が注目
されるの？


